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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１外径よりも大きい第２外径を有する第２ケーブル（１６）に接続される、第１外径
を有する第１ケーブル（１８）を含むケーブル接続のための冷収縮被膜であって、
　第１ケーブル（１８）の一部およびケーブル接続の第１部分を受け入れるサイズである
、第１の中空の押しつぶし可能な支持物（３２）上に拡張状態で保持される第１弾性管形
部材（２４）と、
　第２ケーブル（１６）の一部、ケーブル接続の第２部分、および第１弾性管形部材（２
４）の端部を受け入れるサイズである、第２の中空の押しつぶし可能な支持物（３４）上
に拡張状態で保持される第２弾性管形部材（２６）と、
を含み、
　第１の中空の押しつぶし可能な支持物（３２）は力を加えている間につぶれるように構
成されて、第１弾性管形部材（２４）が、第１ケーブル（１８）の一部およびケーブル接
続の第１部分を覆うために収縮することが可能となり、第２の中空の押しつぶし可能な支
持物（３４）は力を加えている間につぶれるように構成されて、第２弾性管形部材（２６
）が、第２ケーブル（１６）の一部、ケーブル接続の第２部分、および第１弾性管形部材
（２４）の端部を覆うために収縮することが可能となる冷収縮被膜。
【請求項２】
　第１外径よりも大きい第２外径を有する第２ケーブル（１０４）に接続される、第１外
径を有する第１ケーブル（１０２）を含むケーブル接続のための冷収縮被膜であって、
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　管形突出部分（１１６）に対向する内部管形延長部分（１１４）を含み、ケーブル接続
の少なくとも一部を囲むサイズである接続受入れ溝（１１８）をさらに含むアダプタ（１
１０）と、
　第１ケーブル（１０２）の一部および内部管形延長部分（１１４）の一部を受け入れる
サイズである、第１の中空の押しつぶし可能な支持物（１２２）上に拡張状態で保持され
る第１弾性管形部材（１２０）と、
　第２ケーブル（１０４）の一部、および管形突出部分（１１６）の一部を受け入れるサ
イズである、第２の中空の押しつぶし可能な支持物（１２５）上に拡張状態で保持される
第２弾性管形部材（１２４）と、
を含み、
　第１の中空の押しつぶし可能な支持物（１２２）は力を加えている間につぶれるように
構成されて、第１弾性管形部材（１２０）が、第１ケーブル（１０２）の一部および内部
管形延長部分（１１４）の一部を覆うために収縮することが可能となり、第２の中空の押
しつぶし可能な支持物（１２５）は力を加えている間につぶれるように構成されて、第２
弾性管形部材（１２４）が、第２ケーブル（１０４）の一部、および管形突出部分（１１
６）の一部を覆うために収縮することが可能となり、それによってケーブル接続を覆うた
めに、第１弾性管形部材（１２０）と第２弾性管形部材（１２４）との間にアダプタ（１
１０）を保持する冷収縮被膜。
【請求項３】
　第１外径よりも大きい第２外径を有する第２ケーブル（１６）に接続される、第１外径
を有する第１ケーブル（１８）を含むケーブル接続のための冷収縮被膜であって、
　第１ケーブル（１８）の一部およびケーブル接続の第１部分を受け入れるサイズである
、第１の中空の押しつぶし可能な支持物（７２）上に拡張状態で保持される第１弾性管形
部材（２４）と、
　第１の中空の押しつぶし可能な支持物（７２）と一体に形成されて、第２ケーブル（１
６）の一部、およびケーブル接続の第２部分を受け入れるサイズである、第２の中空の押
しつぶし可能な支持物（７４）を有するマルチゾーン支持芯（７０）を与える、第２の中
空の押しつぶし可能な支持物（７４）上に拡張状態で保持される第２弾性管形部材（２６
）と、
を含み、
　第１の中空の押しつぶし可能な支持物（７２）は圧力を受けてつぶれるように構成され
て、第１弾性管形部材（２４）が、第１ケーブル（１８）の一部およびケーブル接続の第
１部分を覆うために収縮することが可能となり、第２の中空の押しつぶし可能な支持物（
７４）は圧力を受けてつぶれるように構成されて、第２弾性管形部材（２６）が、第２ケ
ーブル（１６）の一部、およびケーブル接続の第２部分を覆うために収縮することが可能
となる冷収縮被膜。
【請求項４】
　第１外径を有する第１ケーブル（１８）、および第１ケーブル（１８）への結線を有す
る第２ケーブル（１６）を含み、第２ケーブル（１６）は第１外径と異なる第２外径を有
する、ケーブル接続のための予め取り付けると共に予め引き伸ばした被覆品であって、
　第２押しつぶし可能な部分（７４）から押しつぶせない移行帯（７６）によって分離さ
れる、第１押しつぶし可能な部分（７２）を含む支持物（７０）と、
　第１押しつぶし可能な部分（７２）をほぼ覆い、かつ押しつぶし不能な移行帯（７６）
の第１部分内に延びる第１収縮可能管形部材（２４）と、
　第２押しつぶし可能な部分（７４）および押しつぶし不能な移行帯（７６）の第２部分
をほぼ覆い、かつ第１収縮可能管形部材（２４）と重なるように構成されて、それとの間
で重なる継ぎ目（７８）を形成する第２収縮可能管形部材（２６）と、
を含む予め取り付けると共に予め引き伸ばした被覆品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、線、光ケーブル、電気ケーブルなどの間に形成されるタイプの接続を覆う保
護被覆、より詳しくは、支持芯を破砕するか、または別の方法でつぶして、エラストマー
被覆を収縮させて接続と接触させる前に接続の周りに定置するために、支持物上に拡張状
態で保持される、少なくとも１つのエラストマー被覆に関する。本発明による保護被覆は
、例えば、充分に保護するために複数のエラストマー被覆を必要とする、形状またはサイ
ズを有するケーブル接続を絶縁し封止するために選定した、多数の重なり合う被覆を含む
ことが好ましい。
【背景技術】
【０００２】
　多種多様な被覆が、送電および通信網のためのケーブル装置の一部である、結線、接続
、および端子を保護するために開発された。適当な被覆材料が、室温において拡張状態で
長期保管後に最初のサイズおよび形状にほぼ戻る、熱収縮用の熱可塑性ポリマーおよび冷
収縮エラストマーを含むことが知られている。
【０００３】
　外部弾性管形部材と、外部弾性管形部材に隣接する内部弾性管形部材と、を含む一実施
形態を含む冷収縮ケーブル密閉アセンブリが、特許文献１に開示されている。弾性外部管
形部材は内部管形部材の長手方向の両端を越えて長手方向に延びる。内部管形部材の内側
に流動性を有する材料の一部が設けられる。知られているアセンブリは、螺旋状に巻いた
リボンからなる第１および第２支持芯によって予め引き伸ばした状態で支持される、３部
品構成の電気的応力制御装置を備える。管形構成の内側から支持芯を取り除くと、それが
その最初の大きさに収縮することが可能になる。知られている装置の流動性を有する材料
および２つの管形部材の材料は、電気的応力を管形配列内で制御するように選定される。
【０００４】
　内側部分および外側部分を設けるために折り重ねられる、予め引き伸ばした弾性管形部
材が特許文献２に記載されている。弾性管形部材の各部分は、螺旋状に巻かれたリボンか
ら作られる中空芯の形で個別の支持手段によって半径方向に拡張した状態で保持される。
折り重ねられ、かつ拡張した構造は、従来の収縮可能スリーブよりも小さいスペースを占
める。
【０００５】
　２つの電気ケーブル端部の間の接続を覆うのに有用である冷収縮可能保護素子が、特許
文献３に記載されている。保護素子は、同軸方向に互いに重ねた場合に半径方向に拡張可
能である、第１および第２弾性スリーブを含む。第１および第２弾性スリーブの材料組成
の差が、ケーブル接続の取付けおよび修理を容易にする。
【０００６】
　各層が他の層と識別可能である、いくつかの同軸層を含む拡張可能スリーブが、特許文
献４および特許文献５に開示されている。スリーブは、半径の異なるケーブル間に形成さ
れる接続などの電力ケーブル接続に関連する電気的応力を制御するために、冷収縮構造と
して拡張状態で保管される。
【０００７】
　装置を覆う先行技術が、特に、悪い気象条件からの保護を必要とする屋外ケーブルの取
付けに対して、ケーブルコネクタ、ケーブル端子、またはケーブル接続を保護するために
使用される。そのような保護を必要とする取付けは、ケーブルをアンテナから無線通信装
置へ取り付けるために使用される、コネクタ、端子、および接続を含む。この場合に、２
本の同軸ケーブルがアンテナを無線通信網に結ばれる無線基地局へ接続する。基地局の位
置が、通常支持塔の上部に位置を占めるアンテナからかなり離れている。無線基地局とア
ンテナとの間の伝送信号に影響を及ぼす電力損失が、無線基地局からアンテナへ延びる、
大きいケーブル、いわゆる給電線を用いることによって減少する。その大きい直径のため
に、給電線はやや堅く、ケーブルがアンテナに接続するのを可能にするほど充分に曲げら
れない。この問題は、給電線と、給電線よりも直径が小さい、より小さい同軸ケーブルま
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たはジャンパーケーブルとの間にコネクタを用いることによって克服される。直径がより
小さいジャンパーケーブルは、アンテナに接続するために必要である可撓性を有する。
【特許文献１】米国特許第５，８４４，１７０号公報
【特許文献２】国際公開第９８／４０９４１Ａ号パンフレット
【特許文献３】米国特許第６，１１１，２００号公報
【特許文献４】ＥＰ　０　４２２　５６７号公報
【特許文献５】ＥＰ　０　７８０　９４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　冷収縮被覆は、ワイヤ結線、端子、および接続を保護する。しかしながら、結線が、半
径寸法が異なるケーブルを含む場合、例えば、大きい給電線および小さいジャンパーケー
ブルの半径寸法に対応して、問題が起きる。このケーブル組合せを単一の冷収縮被覆を用
いて覆うことは不可能である。ジャンパーケーブルの直径が、被覆品が収縮し得る最小直
径よりも小さい場合、被覆品とジャンパーケーブルの外面との間に隙間が生じるであろう
というおそれがある。
【０００９】
　この問題に対するより早期の解決策としては、冷収縮被覆品に要求される収縮の量を減
らすために、直径がより小さいケーブルの周りにテープを巻くこととか、または管を重ね
ることが挙げられる。狭い開口を一端に、かつ広い開口を他端に有するように製作された
、予め引き伸ばした管もまた、半径が異なるケーブル間の結線を保護するという問題を克
服する。半径が異なる長手方向部分を構造上有する、予め引き伸ばした管は、予め成形し
た管状品として一般的に知られているか、またはスリーエム・カンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ）によって販売されている製品によって代表される冷収縮ブーツとして商業的に
知られている。通常、冷収縮ブーツは、予め成形した品の端部分のより大きい半径寸法お
よびより小さい半径寸法に適する支持構造を使用する。支持構造は、冷収縮ブーツの弾性
材料が割れたり、永久変形を起こしたりしないようにする、引き伸ばした状態で成形ブー
ツを保持する。冷収縮ブーツは、半径が異なるケーブル間の接続を保護するという問題を
解決するけれども、多くの様々なブーツの選定が、ケーブル直径の全ての考えられる組合
せを有効に保護するために必要だろうということが理解されるであろう。
【００１０】
　半径が異なるケーブルに関する、結線、端子、および接続を保護するための有効な解決
策は、さらなる改善を必要とする。例えば、直径が異なるケーブルを封止するためのモジ
ュール概念の応用が知られていない。直径がかなり異なるケーブル絡みのケーブル接続を
封止することに関する問題を避けるために、ケーブル半径に基づく特殊な設計基準に適合
する必要無しに、適当な保護を施し設けるのに便利であるケーブル被覆が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ケーブル結線、接続、および関連構造を、特にそのような構造が異なる形状
および大きさを含む場合、保護する、改善された被覆を提供する。本発明による被覆は、
直径が異なるケーブル間に形成されるか、または選択した大きさのケーブルコネクタを用
いて結合されるケーブル接続の様々な部分を覆うために、少なくとも２つの収縮管形部材
を含むことが好ましい。収縮管形部材の連続使用が、例えば、第１冷収縮管の縁が第２冷
収縮管の縁に接触し重なる領域を被覆の中央に任意に含む２部品構成被覆を生じる。第１
管は、ケーブル接続の片側で１つのケーブルまたは接続金具の周りにぴったり収縮するサ
イズを有する。第２管は収縮して、ケーブル接続の他の側で第２ケーブルの表面を締める
。両方とも収縮した後では、第２管の半径寸法が第１管のそれとかなり異なる。重なった
被覆部分が、流体または他の汚染物質による浸透に対して封止を形成するために必要であ
る場合、第１管および第２管の位置決めが所要の重なった被覆部分を生じる。重なった被
覆部分は、直径がより小さい管の方への位置ずれを有する、中心をはずれた継ぎ目を形成
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することが好ましい。結線または端子の長さおよび大きさが、本発明による多部品構成被
覆が２つ以上の個別冷収縮管を含むかどうかを決定する。
【００１２】
　本発明による好ましい多部品構成被覆が、上述のように、異なる直径を有する、２つの
予め引き伸ばした管を使用する。本発明の別の実施形態が、大きさが様々である、３つの
予め引き伸ばした管を使用する。３部品構成被覆は、例えば、結線するケーブルのどちら
よりも幅広のコネクタを用いて固定される、直径が異なる１対のケーブルを保護するため
に使用される。このタイプの結線は、各ケーブルおよびコネクタ端子部分の端部を覆うた
めに、適当なサイズの冷収縮管を必要とする。結線したケーブル間にコネクタによって占
められるスペースもまた、前に施された冷収縮管に重なるその端部で位置決めされる冷収
縮管形部材を用いて覆われる必要がある。冷収縮管のケーブルへの適用は、収縮後に管形
素子の下に閉じ込められたままである、封止剤またはマスチック樹脂、および壊れた支持
物からの断片のような、管形素子および材料の厚さを含む厚さを有する被覆ケーブルを生
じる。３部品構成被覆を用いる実施形態において、中央部材の端部が、それのどちらの側
においても、直径がより小さい管形部材と重なり合う継ぎ目を形成する。上述の被覆ケー
ブルは、中央部材が収縮するために必要である量を減らす外形寸法を有する。多部品構成
冷収縮被覆が下にある結線に対して充分な保護を与えるという場合には、他の重なり合う
配列が使用される。
【００１３】
　本発明による重なる多部品構成被覆のための熱収縮スリーブの使用を想像することが可
能である。様々な理由によって、冷収縮管の使用が好まれ、特に、押しつぶし可能な芯を
用いて拡張状態で始めに支持される冷収縮管が好まれる。冷収縮管の利点は、ケーブル接
続を損傷するか、或いは有害燃焼生成物を放出するかもしれない加熱工程の除去を含むこ
とである。さらに、拡張できる冷収縮スリーブは熱収縮スリーブよりも厚い壁を有し、こ
れはプロセス安全、および熱収縮材料を通る熱伝導の最適比率のために壁厚の制限を必要
とする。
【００１４】
　冷収縮の予め引き伸ばした管は、応力を受けてつぶれる支持物によって拡張状態で支持
される弾性管を含む、本質的に２部品構成構造である。弾性管の製造に適当な材料が、シ
リコーンエラストマーおよびエチレン・プロピレン・ジエン・モノマー（ＥＰＤＭ）ター
ポリマーなどの可撓性ポリマーおよびエラストマーを含む。弾性材料に固有の弾性特性が
、弾性管を収縮させるか、または支持物のつぶれに続いてその最初の大きさにほぼ回復さ
せる。
【００１５】
　拡張冷収縮管形部材用の知られている支持物が、螺旋状に巻いたリボン芯と、本明細書
で押しつぶし可能な芯と呼ばれる、充分な力で押しつぶされる場合にくずれて断片になる
芯と、を含む。螺旋状に巻いたリボン芯についてのさらなる説明が、ＤＥ　３９　４３　
２９６号、ＥＰ　２９１　２１３号、ＥＰ　０　３９９　２６３号、ＥＰ　０　５００　
２１６号、ＥＰ　０　６３１　３５７号、ＥＰ　０　６３７　１１７号、ＥＰ　０　７０
２　４４４号、米国特許第３，５１５，７９８号、米国特許第４，５０３，１０５号、米
国特許第５，０９８，７５２号、国際公開第９５／１１５４２号、および国際公開第９５
／３１８４５号などの多数の参考文献に記載されている。
【００１６】
　押しつぶし可能な芯の製造に有用な構造および材料が様々な参考文献に記載されている
。関連情報が、ＥＰ－Ａ－５３０　９５２号、ＥＰ－Ａ－７５０　３８１号、米国特許第
５，４０６，８７１号、および米国特許第５，７４６，２５３号のような参考文献から入
手できる。本発明による保護被覆は押しつぶし可能な支持物を使用することが好ましく、
これは、螺旋状に巻いたリボンの支持物と比較した場合、利点を有する。大きな利点は、
拡張状態から収縮した後の弾性被覆管による押しつぶし可能な芯断片の保持である。芯断
片の被覆弾性管内における保持は、つぶれた螺旋状に巻いた支持芯によって生じる、不要
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なリボンの処分の問題を克服する。また、収縮は拡張した管の外側を締めることによって
簡単に起きて、下にある支持物はくずれて断片になるので、押しつぶし可能な支持物を用
いる冷収縮管形部材は取付けスペースがより小さくて済む。螺旋状に巻いた支持物のつぶ
れは、拡張した長さのリボンを支持物の本体内部から引っ込めるために充分なスペースを
必要とするだろう。アクセスのためのスペースが制限されるか、あるいは保護被覆の適用
が、取付け作業者が高い場所か、または危険な位置で作業することを必要とする場合、取
付けの容易さは利点である。
【００１７】
　本発明による保護被覆についての前の説明が、半径の寸法が異なる、少なくとも２つの
冷収縮管の必要を示している。各管の半径は、ケーブル接続を形成するために使用される
ケーブルの半径によって決まる。封止した保護被覆の形成が、収縮後に冷収縮管の１つが
他の管に重なるように、拡張した管の位置決めを必要とする。取付け作業者の技能が、拡
張した管が収縮して保護被覆を与える前にそれらを正しく位置決めするのに、かなり影響
を及ぼす。
【００１８】
　多部品構成冷収縮スリーブに関する必要性の除去が、本発明による保護被覆を取り付け
るプロセスをさらに改善するだろう。これはモジュール概念を利用した本発明の実施形態
を用いれば可能であり、そこでは１個構成の押しつぶし可能な支持物が、直径が異なる、
少なくとも２つ押しつぶし可能な部分を含む設計を有する。押しつぶし可能な部分は押し
つぶし不能な移行帯のどちらの側にもある。支持物の押しつぶし可能な部分の周りに拡張
状態で保持される冷収縮管はまた、互いの方へ拡張して、押しつぶし不能な移行帯の上に
重なり合う継ぎ目を設ける。移行帯が保護するにもかかわらず、重なる継ぎ目が使用され
ることがある。移行帯に使用する材料が、出荷および通常の使用中の損傷を抑えるほど充
分な強度を有する場合、重なる継ぎ目は不要である。
【００１９】
　ケーブル接続の保護被覆用に使用する場合、少なくとも２つの予め引き伸ばした管を含
む、１個構成の冷収縮構造が、移行帯がケーブル接続を形成するケーブル間の中央に位置
するように動かされる。１個構成の冷収縮構造の端部を圧搾することによって圧力を加え
て、拡張した弾性管の回復に伴う、押しつぶし可能な部分のつぶれが、ケーブルの回復部
分を締め付ける。移行帯のサイズおよび形状に変化が無く、これは弾性管の端部を支持し
続ける。説明されているように、固体の移行帯を含む、単一の押しつぶし可能な支持芯の
使用が、多部品構成冷収縮管のケーブル間接続の周りへの取付けを容易にする。本明細書
で予め形成した被覆と呼ばれる、単一支持物上の重なる予め引き伸ばした管を予め位置決
めすることによって、保護被覆がケーブル接続の周りで収縮する場合、防水継ぎ目を形成
する可能性が高まる。
【００２０】
　より具体的に言えば、本発明は、第１外径よりも大きい第２外径を有する第２ケーブル
に接続される、第１外径を有する第１ケーブルなどのケーブル接続用の冷収縮被覆を提供
する。冷収縮被覆は、第１ケーブルの一部およびケーブル接続の第１部分を受け入れるサ
イズを有する、第１の中空の押しつぶし可能な支持物の上に拡張状態で保持される第１弾
性管形部材を含む。また、冷収縮被覆は、第２ケーブルの一部、ケーブル接続の第２部分
、および第１弾性管形部材の端部を受け入れるサイズを有する、第２の中空の押しつぶし
可能な支持物の上に拡張状態で保持される第２弾性管形部材を含む。第１支持物は、力を
加えている間につぶれて、第１弾性管形部材が第１ケーブルの一部およびケーブル接続の
第１部分を被覆するために収縮することが可能となるように構成される。第２支持物もま
た、力を加えている間につぶれて、第２弾性管形部材が第２ケーブルの一部、ケーブル接
続の第２部分、および第１弾性管形部材の端部を被覆するために収縮することが可能とな
るように構成される。本発明による冷収縮被覆の一実施形態が、第２の中空の押しつぶし
可能な支持物と一体に形成した第１の中空の押しつぶし可能な支持物を有するマルチゾー
ン支持芯を含む。マルチゾーン支持物が、拡張状態で保持される多部分弾性管形部材を含
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むモジュールの単一構造として、予め取り付けられる保護被覆を形成することを可能にす
る。マルチゾーン支持芯は、第１の中空の押しつぶし可能な支持物を第２の中空の押しつ
ぶし可能な支持物から分離する、つぶれにくい移行帯を含む。
【００２１】
　本発明の別の実施形態が、第１外径よりも大きい第２外径を有する第２ケーブルに接続
される、第１外径を有する第１ケーブルなどのケーブル接続用の冷収縮被覆を提供する。
冷収縮被覆は、管形突出部分に対向して内部管形延長部分を含み、かつケーブル接続の少
なくとも一部を囲む大きさである接続受入れ溝をさらに含むアダプタを含む。冷収縮被覆
は、第１ケーブルの一部および内部管形延長部分の一部を受け入れる大きさである、第１
の中空の押しつぶし可能な支持物の上に拡張状態で保持される第１弾性管形部材をさらに
含む。第２の中空の押しつぶし可能な支持物の上に拡張状態で保持される第２弾性管形部
材は、第２ケーブルの一部および該管形突出部分の一部を受け入れる大きさである。第１
支持物は力を加えている間につぶれて、第１弾性管形部材が、第１ケーブルの一部および
内部管形延長部分の一部を覆うために収縮することが可能であるように構成される。第２
支持物は力を加えている間につぶれて、第２弾性管形部材が、第２ケーブルの一部および
内部管形突出部分の一部を覆うために収縮し、それによってケーブル接続を覆うために、
第１弾性管形部材と第２弾性管形部材との間にアダプタを保持することが可能であるよう
に構成される。
【００２２】
　本明細書で用いる用語が次に示す意味を有する：
　「支持物」、「支持芯」、「支持構造」、または「芯」などの用語は本明細書で同じ意
味で用いられて、弾性被覆を拡張状態で保持するために拡張した弾性被覆の内側に配置す
るのに適当である物品を表わす。１つ以上の支持物が本発明による冷収縮被覆と共に含ま
れる。
【００２３】
　用語「押しつぶし可能な支持物」および関連用語は、力を加えている間につぶれて、支
持物の周りに保持される、拡張した弾性被覆がその最初の大きさに収縮することが可能で
あるように構成される支持物を指す。押しつぶし可能な支持物は、圧縮力を受けてつぶれ
る「押しつぶし可能な支持物または芯」を製作する成形によって形成されるもの、および
螺旋状に巻いたプラスチック片のラップを共にスポット溶接して、本明細書で「リボン芯
」とも呼ばれる管を製作することによって形成されるものを含む。リボン芯はラップ間の
スポット溶接を破壊する張力を受けてつぶれて、芯を打ち砕き、それを最初のリボンの形
に戻す。
【００２４】
　用語「モジュール」は、支持素子、多部品構成アダプタなどのアダプタ、および本発明
によってケーブル接続を覆うために必要である弾性管形要素を含む単一構造を表わすのに
用いられる。
【００２５】
　用語「マルチゾーン」は、有孔または格子の部分、連続する壁、および有孔または格子
の部分間につぶれにくい部分を含む、特殊な型の押しつぶせる支持物に用いられる。
【００２６】
　用語「ケーブル接続」の使用は、第１ケーブルが第２ケーブルに結線されるか、または
接続される、ケーブル構造内の位置を識別する。本発明の場合、第１ケーブルの直径が第
２ケーブルの直径と異なり、かなり異なることもある。ケーブル導体がケーブル接続に共
に直接接続されるか、または介在ケーブルコネクタを用いて互いに取り付けられる。
【００２７】
　用語「保護被覆」は、ケーブル接続を密閉して、通信網における信号伝達および送電系
統を損なう流体、および他の環境汚染物を閉め出す構造を指す。保護被覆は、望ましくな
い汚染物の浸入に対するさらなる障壁として「封止剤」材料を含む。適当な封止材料はよ
く使われるマスチック化合物を含む。流体封止剤が押しつぶされた支持物の断片の周りに
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閉じ込め地を与える。
【００２８】
　本明細書で用いられる「多部品構成被膜」は、２つ以上の弾性管形素子を使用して、ケ
ーブル接続を密閉し保護する保護被覆を意味する。
【００２９】
　「予め取り付けた被膜」、「予め成形した被膜」、および「予め組立てた被膜」などの
ような用語は、支持物上に拡張状態で保持される弾性管形素子を指す。予め取り付けた被
膜は、ケーブルまたはケーブル接続を保護することが必要とされるまで保管され、そのと
き支持物は力を加えている間につぶれて、弾性管形素子は収縮して、ケーブルまたはケー
ブル接続としっかり接触することが可能である。
【００３０】
　用語「つぶれにくい」は、マルチゾーン支持物の一部、具体的に言えば、実質的に押し
つぶされない、押しつぶし可能な支持構造のつぶれを起こすほど充分な力の印加に耐える
支持物の一部を指す。
【００３１】
　「冷収縮管」、「予め引き伸ばした管」、および「冷収縮管形素子」などの用語は、圧
縮応力または引張応力を受けてつぶれる支持物によって拡張状態で支持される少なくとも
１つの弾性管を含む構造を指す。
【００３２】
　次に、本発明は添付図を参照してさらに詳細に説明されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明は個別に使用されるか、またはいろいろな方法で組み合わされて、通信網および
送電系統を形成するのに必要な接続から、流体および他の環境汚染物を閉め出す保護被覆
を供する物品を提供する。次に、同じ番号がいくつかの図を通じて同じ部品を指す図を参
照すると、図１は無線通信網の一部を形成する構造の略図を与える。基地局１０がいくつ
かのアンテナ１４を支持する塔１２への接続を必要とする。図示するように、図１は信号
エミッターまたは受信部として３つのアンテナ１４を含む。各アンテナ１４は、アンテナ
１４を無線基地局１０に接続する２本の主ケーブルを用いて、双方向通信の要求を満たす
。１本の主ケーブルが信号を無線基地局１０からアンテナ１４へ伝送する。他の主ケーブ
ルが、処理して通信網へ送るために、アンテナ１４によって受信した信号を無線基地局１
０へ搬送する。
【００３４】
　唯一つのアンテナ１４を扱うけれども、次の説明は、無線通信塔１２の一部である、い
くつのアンテナにも当てはまる。アンテナ１４を無線基地局１０に接続する各主ケーブル
が、少なくとも２本の同軸ケーブル１６、１８を使用する。本明細書で給電線または第２
ケーブルとも呼ばれる同軸ケーブル１６は、ジャンパーケーブルと呼ばれる第１ケーブル
１８よりも大きい直径を有する。給電線１６のジャンパーケーブル１８と比べて増大した
サイズが、アンテナ１４と基地局１０との間の距離に関連する。ケーブル１６が、アンテ
ナ１４の近くに達する、直径が大きい給電線である場合、無線基地局とアンテナとの間の
伝送信号に影響を及ぼす電力損失が減少する。直径が大きいケーブル１６は、どちらかと
いえば、アンテナ１４に直接取り付けるために充分に曲げるには堅すぎ、曲げられない。
直径が小さい、より曲げやすい第１ケーブル１８は、この問題を克服して、連続する信号
キャリアをアンテナ１４から基地局１０へ供給する。
【００３５】
　図２および図３は、アンテナ１４を基地局１０に接続するためのケーブル１６、１８の
組合せを示す略図を与える。示すように、主ケーブルの給電線１６部分は図によって直径
が変わるが、ジャンパーケーブル１８は両図で同じように見える。これは単に例であって
、何らかの制限を意図するものでない。給電線１６のジャンパーケーブル１８への接続の
要求が、同軸ケーブルコネクタ２０を用いて満足される。レターコードＡおよびＢによっ
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てそれぞれ識別される、各図の丸い部分が、本発明による多部分被膜による保護を必要と
する、ケーブル１６、１８およびコネクタ２０部分を示す。
【００３６】
　ケーブルの大きさについての次の説明は、例えば、基地局１０とアンテナ１４との間に
連結または主ケーブルを形成するケーブルの半径の差を示すことだけが目的である。第１
ケーブル１８は１．３センチ（１／２インチ）の外径を有し、一方、第２ケーブル１６の
外径は２．２センチ（７／８インチ）～４．１センチ（１．６３インチ）である。同軸ケ
ーブルの直径は、ケーブル製造業者毎に異なるケーブル外壁の厚さのような、他の要因に
よってさらにまた変わる。直径の異なるケーブルの接続に対する要求が、ケーブル半径の
差に対応する内部寸法を有する、適当なケーブルコネクタを用いて満足させられる。
【００３７】
　図２および図３は、ケーブルコネクタ２０を用いてケーブル１６、１８間に形成される
ケーブル接続、ならびにジャンパーケーブル１８およびアンテナ１４の端子部分を含む、
レターコードＣによって示すケーブル端子を含む２つの型の結線を示す。本発明による被
膜は、被覆し、かつケーブルサイズの差に適応するために、できるだけ少ない数の部品を
用いて両型の結線に対して適当な保護を与える。
【００３８】
　図４、５、６、７、および８は、給電線１６と直径が小さいジャンパーケーブル１８と
の間のケーブル接続を覆う保護被覆を取り付けるために要求される工程を示す。本発明に
よる被膜は、第１冷収縮弾性管形部材２４および第２冷収縮弾性管形部材２６を含む。弾
性管形部材の製造に適する材料が、シリコーンエラストマーおよびエチレン・プロピレン
・ジエン・モノマー（ＥＰＤＭ）ターポリマーなどの曲がりやすいポリマーおよびエラス
トマーを含む。弾性材料に固有の弾性特性が、支持物のつぶれに続いて、支持物上に拡張
状態で保持される冷収縮弾性管形部材を収縮させるか、またはその最初の大きさに回復さ
せる。
【００３９】
　冷収縮弾性管形部材２４、２６を給電線１６およびジャンパーケーブル１８にそれぞれ
取り付けた後、２本の同軸ケーブル１６、１８間の接続の形成が、雌形接続金具４８のネ
ジをネジ込み雄形接続金具５０にネジ込むことを含む。組立コネクタ２０は、冷収縮弾性
管形部材２４、２６を位置決めし、つぶして、保護被覆を形成する前、図５のように見え
る。各管形部材２４、２６は、押しつぶし可能な支持物３２、３４上に拡張状態で保持さ
れる弾性管、好ましくは、プラスチック材料から作られ、かつ圧力を受けて砕ける弱点を
有する、押しつぶし可能な芯を含む。充分な圧搾力の押しつぶし可能な芯３２、３４への
印加が、複数の点を砕いて、支持物に亀裂を生じる。亀裂の広がりが支持芯３２、３４の
つぶれを起こす。芯がつぶれるにつれて、拡張した管２４、２６は収縮して、ケーブル接
続の表面の一部を締め付け、保護する。押しつぶし可能な支持物３２、３４の断片が、冷
収縮管形素子２４、２６とケーブル接続の外面との間にとどまる。
【００４０】
　本発明による好ましい押しつぶし可能な支持物は、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭ
Ａ）、ポリスチレン、およびそれらの混合物などのプラスチックの射出成型を用いて製作
される格子型支持芯である。格子型支持芯は長手方向の部材を結び合わせる横材を有する
。横材は、溶融プラスチックの鋳型を充填するときの流動特性に起因する弱点を含む。射
出中、溶融プラスチックは支持物鋳型の一端で環から入って、横材に相当する鋳型の部分
に流入する前に、材料が優先的に流れて、長手方向の部材を鋳型の一端から他端へ形成す
る。この射出成型方法は、隣接する長手方向の部材から特殊な接続横材に流れ込む溶融プ
ラスチック材料の２つの前面の間に、接合または溶接線を生成する。接合または溶接線は
各横材の大体中央にあって、支持芯構造の残りと比較して離散的弱点を生じる。圧縮力を
受ける場合、射出成型した、押しつぶし可能な支持物はつぶれて、弱い接合線における優
先的破砕によって断片を生じるであろう。
【００４１】
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　図６は、冷収縮管形部材２４をコネクタ２０の雌形接続金具４８およびジャンパーケー
ブル１８の端部の周りに位置決めし、続いて冷収縮管形部材２４の外端５８を圧搾して、
それをジャンパーケーブル１８の周りでつぶした結果を示す。冷収縮管形部材２４の他端
５２を圧搾することによる圧力の印加が、本発明による多部分保護被覆の第１部分の取付
けを完了する。
【００４２】
　図７は、支持物３４を圧搾しつぶして、管形部材２６がケーブルコネクタ２０の雄形接
続金具５０および給電線１６の周りで収縮することが可能である前の、第２冷収縮管形部
材２６の第１冷収縮管形部材２４と重なり合う位置決めを示す。回復した冷収縮管の封止
能力が改善され、密封が、押しつぶし可能な芯によって半径方向に拡張状態で支持される
、弾性管形部材２４、２６の端部における封止部４６としてマスチックまたはガスケット
材料を用いて、ケーブル接続の周りに施される。保護被覆と覆われる対象との間の封止部
を改善するための、マスチックおよびガスケット材料のそのような使用は、当業界で公知
である。
【００４３】
　図８は、重なる弾性管２４、２６を含む保護被覆を、比較的にかさばる同軸ケーブルコ
ネクタ２０を用いて直径が異なるケーブル１６、１８を接続することによって製作される
、複雑な形状を有するケーブル接続に施した結果を示す。押しつぶし可能な支持物３２、
３４の断片が、冷収縮管形素子２４、２６とケーブル接続の外面との間にとどまる。これ
は、螺旋状に巻いた芯上に支持される冷収縮管を施す間に生じる、プラスチックリボンの
ような無駄を発生せずに、被覆取付けの利点を与える。
【００４４】
　図９、１０、１１、１２、および１３は、図４のジャンパーケーブルに類似のジャンパ
ーケーブル１８と図３に示すように直径がより大きい給電線１６との間のケーブル接続を
覆う、保護被覆を取り付けるために必要とする工程を示す。図１０は、同軸ケーブルコネ
クタ２０の雄形接続金具５０を雌形接続金具４８にネジ込んで、ケーブル接続を形成する
前の、冷収縮管形素子２４、２６のそれぞれのケーブル１６、１８の周りへの位置決めを
示す。冷収縮管形素子のケーブル接続の周りへの位置決め（図１１および図１２参照）は
、押しつぶし可能な支持物３２、３４のつぶれに先行して、管形素子が収縮して、ケーブ
ル接続の外面を締め付けることが可能である。完全に取り付けた被覆は、図１３に示すよ
うに、１つの管形素子２４の他の管形素子２６による重なりを含む。これは水および他の
汚染物が保護被覆の下に侵入するのを防止する継ぎ目を与える。マスチックの帯が、各管
形素子２４、２６の各端部で、ケーブル接続のより効果的な保護のために、追加封止部４
６を与えることが好ましい。
【００４５】
　図１４、１５、１６、および１７は、冷収縮管形素子２４を取り付けて、ジャンパーケ
ーブル１８とアンテナ１４を接続するケーブル端子を覆う被覆を設ける、一連の工程を示
す。この場合に、ジャンパーケーブル１８の周りに拡張状態で取り付けた管形素子２４は
、ケーブルおよび雄形ネジ込みアンテナ接続金具６２を収容するのに充分な大きさの内径
を有する。図１５は、冷収縮管形素子２４を所定の位置に動かす前の、ジャンパーケーブ
ル１８の雌形接続金具６０をアンテナ接続金具６２にネジ込むことによる端子の組立を示
す。冷収縮管２４は圧搾力の印加によって収縮して、図１６に示すように、ジャンパーケ
ーブルを締め付ける。図１７は、アンテナ接続金具６２を覆う支持物３２をつぶして、管
形素子２４がこの接続金具６２の周りに収縮することが可能であることによって生じた被
覆端子を示す。改良した封止が、封止部４６を冷収縮管形部材２４の両端に含むことによ
って得られる。封止部は、つぶれた芯３２の断片の周りに流れて、芯断片が端子の周りに
収縮した管の内側に保持されるのを助長する材料を含むことが好ましい。前述の本発明に
よるケーブル接続被膜はまた、つぶれた支持物の断片の周りの封じ込め地として流体封止
材料を使用する。
【００４６】
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　図１８は、外径が同じまたは異なる２本の同軸ケーブル１８を結線することによって形
成されるケーブル接続を覆う、本発明による冷収縮被膜２２´の別の実施形態を示す。こ
の場合に、ケーブル接続の長さは、多部分保護被覆を形成するために、３つの冷収縮管形
素子２４、２６の使用を必要とする。この３部分被覆は、２つの冷収縮第１管形部材２４
および１つの冷収縮第２管形部材２６を使用する。ケーブル被覆部分５８付きの第１管形
部材２４は同軸ケーブル１８を覆い、さらに第１管形部材２４のコネクタ被覆部分５２が
、ケーブル１８を接続するために使用するコネクタ２０の部分を覆う。第１管形部材２４
のコネクタ被覆部分５２間にコネクタ２０によって占められるスペースが、両端が第１管
形部材２４と重なり合う保護被膜として、第２管形部材２６を必要とする。封止部および
封止材料が、３つの冷収縮管形素子２４、２６を拡張状態で保持するために使用される、
押しつぶし可能な支持物のつぶれによって生じる断片の封止および保持を改善するために
、前述のように使用される。
【００４７】
　本発明による多部品構成被膜の別の実施形態が、少なくとも１つのつぶれにくい移行帯
によって分離した多数の押しつぶし可能な部分を含む、単一の押しつぶし可能な支持物の
周りに拡張状態で取り付けた、少なくとも２つの弾性管形素子を用いる、予め取り付けた
被膜を提供する。この特殊な支持物はまた本明細書でマルチゾーン支持芯と呼ばれる。マ
ルチゾーン支持芯は重なり合う弾性管を拡張状態で支持する。予め取り付けた多部分被膜
の顕著な特徴は、取付け作業者に与える利点である。無線通信アンテナは通常高い位置を
占める。アンテナへのケーブル接線が、取付け作業者がケーブル接線または端子にとどい
て、保護被覆を取り付けることを可能にするために、一段高い台の使用をしばしば必要と
する。取付けの困難および被覆を取り付ける時間が、最小数の部品を用いることによって
減らされる。前述の２部品構成被覆は２つの個別冷収縮管形素子を必要とする。効果的な
多部品構成保護被覆の結線の周りへの取付けが、収縮後に耐候性継ぎ目を与えるのに充分
な重なりで、冷収縮管を正しく位置決めすることを必要とする。作業者の熟練が、個別冷
収縮管形素子を用いる保護被覆の堅固な取付けのために必要である。
【００４８】
　図１９は、少なくとも２つの冷収縮管形素子２４、２６を収容する単一マルチゾーン芯
７０を示す。示すように、支持物７０は、第１直径の第１押しつぶし可能な部分７２、お
よび第２直径を有する第２押しつぶし可能な部分７４を含む設計を有する。実質的に押し
つぶし不能な移行帯７６が、第１押しつぶし可能な部分７２を第２押しつぶし可能な部分
７４から分離する。押しつぶし可能な部分７２、７４が、圧力の印加中に第１および第２
押しつぶし可能な部分７２、７４の崩壊を助長する弱点を含む格子構造を有するように、
支持物７０はプラスチックから成形される。
【００４９】
　図２０は、第１押しつぶし可能な部分７２および移行帯７６の一部を覆うための、マル
チゾーン芯７０の片側への第１拡張弾性管２４の位置決めを示す部分切欠き側面図である
。直径がより大きい拡張弾性管２６が、第２押しつぶし可能な部分７４の周りに位置を占
めて、移行帯７６の部分を覆って延びて、第１拡張弾性管２４と重なり合う継ぎ目７８を
形成する。これで本発明による予め取り付けた被覆８０の組立てを完了する。
【００５０】
　図２１は、ケーブル、例えば、直径が小さいケーブル１８と直径が大きいケーブル１６
との間のケーブル接続８２の一部である同軸ジャンパーケーブル１８を覆う、予め取り付
けた被覆８０の位置決めを示す。接続は前述のようにケーブルコネクタを用いて形成され
る。ケーブルを共に接続した後、予め取り付けた被覆８０が、押しつぶし可能な部分７２
、７４が圧搾されて、拡張弾性管２４、２６がケーブルおよび中央に位置するケーブル接
続部の周りで収縮することが可能である位置を占めるまで、予め取り付けた被覆８０は矢
印によって示される方向に動かされる。結果として生じる被覆接続が図２２に示される。
第１押しつぶし可能な部分７２および第２押しつぶし可能な部分７４がつぶれたけれども
、移行帯７６は完全なままである。移行帯７６の輪郭が、第１および第２弾性管形素子２
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４、２６によって形成される収縮した保護被覆の下に見える。本発明による予め取り付け
た冷収縮被覆の使用が、取り付けられる各保護被覆に対して、効果的な重なり合う継ぎ目
７８を形成する可能性を増大させる。
【００５１】
　図２３は、図２０に示す予め取り付けた被覆構造８０に対応する断面図を示す。この図
は、第１および第２弾性管形素子２４、２６の間の重なり７８を含むそれらによって覆わ
れる、押しつぶし可能な部分７２、７４を分離する、つぶれにくい移行帯７６を有するマ
ルチゾーン支持芯７０を含む。
【００５２】
　図２４では、図２０および２３に示すものに類似する、多数のつぶれる帯を有する支持
物７０を使用する。この場合に、弾性管形素子２４、２６の間に隙間８４がある。移行帯
７６が下にある線またはケーブルをつぶさずに保護するほど充分に強い場合、予め取り付
けた被覆のこの実施形態を使用することが可能である。小さい直径から大きい直径へ徐々
に変化するように示されるけれども、単一マルチゾーン支持芯７０のじょうご状の移行帯
７６が、段のある移行帯を含む多様の形状を任意に採用する。段のある移行帯は、板の片
側に延びる、直径が小さい管の内径に相当する開口部を有する板を含む。板の周辺または
直径が、直径が小さい管の反対側に延びる、直径が大きい管の内径に相当する。
【００５３】
　円筒形の管によって説明したけれども、マルチゾーン支持芯７０の断面が、円形、長円
形、３角形、および４角形の断面を含む、多様の幾何学的形状のうちのどれかを有するこ
とが理解されるであろう。これはまた、管形素子８６、８８（これらのうちのより小さい
８６の全体的な直径は、より大きい管形素子８８の内側にサイズが合う）を支持する、２
つの別々の押しつぶし可能な芯を含む図２５に示すような押しつぶし可能な芯に関しても
当てはまる。より小さい管形素子８６は、押しつぶし可能な芯の断面９２に直接付着され
る固体の端子延長部分９０を有する。拡張弾性管形素子２４が、端子延長部分９０および
押しつぶし可能な芯の断面９２を覆う。より大きい管形素子８８は、押しつぶし可能な支
持物９４上に支持される拡張弾性管２６を有する、従来の冷収縮構造である。より小さい
管形素子８６のより大きい管形素子８８への部分的挿入が、つぶされて、直径が著しく異
なる線またはケーブルを含むケーブル接続を保護する、冷収縮構造の配列９６を与える。
つぶれた後に、直径がより大きい弾性管２６は、直径が大きい線またはケーブルの表面を
締め付け、直径がより小さい管形素子８６の端部９８を覆って収縮し、固体の端子延長部
分９０によって支持される、重なる継ぎ目を与え、一様な固体の断面である延長部分９０
はその最初の大きさを保持する。マスチック化合物のような、「О」リングまたは封止材
料が、支持物９２、９４がつぶれた後に管２４、２６間の封止を改善するために、直径が
より大きい管形素子８８と直径がより小さい管形素子８６の端部９８との間に取り付けら
れる。端子延長部分９０に直接接合される、押しつぶし可能な芯の断面９２は、押しつぶ
し可能な支持物９４と同じようにつぶれて、支持される弾性管形素子２４をその最初の大
きさに回復させて、回復した接続の一部を形成するだろう、直径が小さい線またはケーブ
ルを締め付ける。
【００５４】
　図２６は本発明による保護被膜の別の実施形態を示す。直径が小さい線またはケーブル
１０２と直径がより大きい線またはケーブル１０４との間の線またはケーブル接続１００
が、第１信号キャリア１０６と第２信号キャリア１０８との間に連続する信号経路を与え
る。接続１００の形成後、固体のアダプタ１１０が、接続１００を保護する手段として接
続１００の上に取り付けられる。アダプタ１１０は、片側に内部管形延長部分１１４、お
よび他の側に管形突出部分１１６を有する円板１１２を含む。接続受入れ溝１１８が、円
板１１２と内部管形延長部分１１４との間に連続する開口を与える。接続受入れ溝１１８
の直径は、直径が小さいケーブル１０２、ケーブル接続１００、およびより大きいケーブ
ル１０４の信号キャリア１０８を通すほど充分に大きい。より小さいケーブル１０２の直
径は、接続受入れ溝１１８の直径よりもほんのわずか小さいことが好ましい。また、管形
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突出部分１１６は、より大きいケーブル１０４の直径に近い内径を有することが好ましい
。この配列を用いて、アダプタ１００はケーブル１０２、１０４の端部とぴったり適合し
て、信号キャリア１０６、１０８間に形成される接続１００を保護する。内部管形延長部
分１１４に取り付ける、適当な大きさの支持芯１２２を有する第１冷収縮スリーブ１２０
が用いられて、これらの部品１０２、１１４の周りに収縮した後、管形延長部分１１４お
よびより小さいケーブル１０２の一部を被覆する。スリーブ１２０は力を加えた後に収縮
して、冷収縮スリーブ１２０を拡散状態で保持するために使用される支持物１２２をつぶ
す。適当なサイズの第２冷収縮スリーブ１２４が、管形突出部分１１６およびより大きい
ケーブル１０４の一部を同様に被覆する。アダプタ１１０の周りの封止を改善するために
、支持芯１２２が、よく使われるマスチック化合物のような材料を用いる封止被覆１２６
、１２８を含む。
【００５５】
　固体のアダプタ１１０は、通常作業中の損傷に耐えるのに充分な衝撃強さを有する、プ
ラスチック樹脂のような材料から製造される。固体のアダプタ１１０は、重なる継ぎ目を
冷収縮スリーブ１２０、１２４間に形成する必要なしに、ケーブル接続１００を保護する
という利点を与える。
【００５６】
　図２７は、管形突出部分１１６から分離できる内部管形延長部分１１４を用いる２部分
アダプタ１３０の使用を除いて、図２６の保護構造に類似の保護構造を示す。図２７で、
ネジ部分１３２が、管形延長部分１１４を管形突出部分１１６と接続する手段を与える。
「О」リングのような封止部が、管形延長部分１１４および管形突出部分１１６の雄およ
び雌形ネジ部分間にそれぞれ含まれて、内部で封止された２部分アダプタ１３０を与える
。ネジ込み式接続部１３２が図２７に示されるけれども、他の取付け手段が用いられて、
本発明の本質から逸脱せずに、図２６および２７に示す全体構造のアダプタ１１０、１３
０を生じる。固体または２部品構成のアダプタの使用が、固体のつぶれにくい構造でケー
ブル接続を保護する利益、および２部品構成アダプタの場合に、共通の大きさ、例えばネ
ジサイズの接続手段を使用する、管形延長部分１１４および管形突出部分１１６の様々な
組合せの自由度を与える利益を含む、いくつかの利点を含む。特別なアダプタ１１０、１
３０の使用は別として、前述のように、予め取り付けた被覆、または被覆ケーブル接続が
、押しつぶし可能な、かつ螺旋状に巻いたリボン型を含む、様々な押しつぶし可能な支持
物上に保持される従来の冷収縮管を用いて形成される。別の選択として、２部品構成アダ
プタ１３０を用いて、支持物１２２を管形延長部分１１４か、或いは管形突出部分１１６
かのどちらかと一体に形成することが考えられる。これは、図２７に示す構造に類似する
、予め取り付けた構造を形成するために必要である部品数を４から２へ減らす。
【００５７】
　ケーブル接続、結線、継ぎ合わせ、端子、およびそれらの構成要素のための保護被覆が
、本明細書で説明された。当業者によって理解されるであろう、これらの変形形態および
他の変形形態が、特許請求の範囲に示す、本発明の意図する範囲内にある。前述のように
、本発明の詳細な実施形態が本明細書に開示されるが、また一方、開示される実施形態は
、種々の形で実現される、本発明の例示にすぎないことが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】信号アンテナと通信基地局との間のケーブル接続を保護するために、本発明によ
る多部品構成冷収縮被膜を用いる応用の等角略図である。
【図２】通信基地局と信号アンテナとの間に結線を施すために使用される、異なる半径を
有する同軸ケーブルの組合せを示す図である。
【図３】通信基地局を信号アンテナに接続するために使用される、半径が著しく異なる同
軸ケーブルの略図である。
【図４】結線を形成する前の１対の直径が異なるケーブル（図２参照）の側面図である。
【図５】結線を形成した後の図２の１対のケーブルの側面図である。
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【図６】直径がより小さいケーブルの周りの冷収縮管の位置決めおよび部分的つぶれを示
す、図２の１対のケーブルの側面図である。
【図７】前に施した冷収縮管の一部、および直径がより大きいケーブルの一部の周りの冷
収縮管の位置決めおよび部分的つぶれを示す、図２の１対のケーブルの側面図である。
【図８】図２のケーブルの保護、および結線の周りで収縮した管形部材の重なりを示す、
本発明による完成した多部品構成被覆の側面図である。
【図９】結線を形成する前の１対の直径が著しく異なるケーブル（図３参照）の側面図で
ある。
【図１０】結線を形成した後の図３の１対のケーブルの側面図である。
【図１１】直径がより小さいケーブルの周りの冷収縮管の位置決めおよび部分的つぶれを
示す、図３の１対のケーブルの側面図である。
【図１２】前に施した冷収縮管の一部、および直径が著しく大きいケーブルの一部の周り
の冷収縮管の位置決めおよび部分的つぶれを示す、図３の１対のケーブルの側面図である
。
【図１３】図３のケーブルの保護、および結線の周りで収縮した管形部材の重なりを示す
、本発明による完成した多部品構成被覆の側面図である。
【図１４】アンテナ端子に対して位置決めされた同軸ケーブルの側面図である。
【図１５】同軸ケーブルとアンテナとの間の端子の側面図である。
【図１６】ケーブルとアンテナとの間の端子を覆う、冷収縮管の位置決めおよび部分的つ
ぶれを示す側面図である。
【図１７】環境から端子を保護するために端子の周りで収縮した冷収縮管の側面図である
。
【図１８】２本の同軸ケーブル、およびケーブルを結び合わせるために使用されるコネク
タ本体を保護するための管形部材の重なりを示す、完成した多部品構成被覆の別の実施形
態の側面図である。
【図１９】つぶれにくい移行帯によって分離された、押しつぶし可能な端部を含む、本発
明による支持物の略図である。
【図２０】押しつぶし可能な支持部分によって拡張状態で保持される、重なり合う冷収縮
管の位置決めを示す部分切欠き側面図である。
【図２１】直径が異なる、押しつぶし可能な部分の間につぶれにくい移行帯を含む、押し
つぶし可能な支持物を用いて拡張状態で保持される、１対の重なり合う冷収縮管を含む１
個構成冷収縮構造の略図である。
【図２２】半径が異なるケーブルと共に使用される、本発明による被覆によって保護され
るケーブル接続の略図である。
【図２３】拡張状態で保持される、重なり合う冷収縮管で覆われた、押しつぶし可能な端
面を含む支持物を示す略断面図である。
【図２４】押しつぶし可能な端面を含む支持芯上に拡張状態で保持される冷収縮管が重な
り合わない、図２３に類似の略断面図である。
【図２５】直径が大きい冷収縮部材の支持物に部分的に挿入された、直径が小さい冷収縮
部材を含むケーブル接続被覆配列の略断面図である。
【図２６】段のあるアダプタを用いて一直線に取り付けられる、直径が異なる冷収縮部材
の略断面図である。
【図２７】２部品構成の段のあるアダプタを用いて一直線に取り付けられる、直径が異な
る冷収縮部材の略断面図である。
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